
↑今回村が配布する全農の
　おこめギフト券

【お問合せ先】
・全国農業協同組合連合会　おこめギフト券専用窓口
・Eメールアドレス：zz_zk_okomeken_otoiawase＠zennoh.or.jp





今回の村配布の分は、こちらの精算請求書（様式①）で
熊本パールライス㈱に送付する。

精算請求書（様式①）と使用された券を取りまとめ送付　※使用された券は、ご対応②のとおり一部を切り取る。
（送付先）
　　熊本パールライス株式会社
　　〒869-1106 熊本県菊池郡菊陽町曲手上部田668



提出期限をお忘れないように！！



 

精算請求書様式①（小売→卸）                      №     

 

物価高高騰対策重点支援地方交付金 

おこめギフト券引換済精算請求書 

 

令和  年  月  日 

             殿  

販売店                 

所在地                 

代表者名            （印） 

 

 引換済券の精算を下記のとおり請求します。 

記 

 

精算金請求額              円 

請求明細 

券発行者 引換済券の枚数 精算金請求額 

全農  (臨時券440円) 枚 円 

全米販 (臨時券440円) 枚 円 

合計 枚 円 

（注）１．請求者は、全農 (440円券)・全米販 (440円券)ごとに分けて記載すること。  

   ２．引換済券は，この請求書とともに券種ごとにまとめ、ＪＡグループ卸に提出すること。 

 

本券の使用期限は２０２６年９月３０日までとなります。 

当該期限を過ぎて使用した場合、換金できません。 

物価高高騰対策重点支援地方交付金 

おこめギフト券引換済精算請求書 

米穀卸会社への提出期限は、２０２６年１１月３０日（必着）までとなります。 

当該期限を過ぎた場合、換金できませんのでご注意ください。 


